
　

場
合

　

事
前
に
左
記
Ｑ
Ｒ
(
環
境
省
熱

中
症
予
防
情
報
サ
イ
ト
)
よ
り
暑

さ
指
数
を
確
認
し
て
、
暑
さ
指
数

３１
度
以
上
と
な
る
場

合
は
、
冷
房
の
な
い

施
設
で
の
運
動
中
止

を
検
討
し
ま
し
ょ
う
。

　

管
理
人
常
駐
施
設
に
は
暑
さ
指

数
情
報
を
掲
示
し
ま
す
。

◆
暑
さ
指
数
計
測
器
の
貸
し
出
し

　

管
理
人
不
在
の
市
ス
ポ
ー
ツ
施

設
を
利
用
す
る
団
体
等
に
計
測
器

を
貸
し
出
し
ま
す
。

▼
貸
出
場
所
／
▽
エ
ス
パ
ー
ク
★

に
か
ほ
▽
仁
賀
保
公
民
館
▽
象

潟
体
育
館
(
各
１
台
)

※
大
会
・
行
事
で
の
利
用
は
、
競

　

技
団
体
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
従
っ

　

て
主
催
者
判
断
と
な
り
ま
す
。

　

ス
ポ
ー
ツ
振
興
課
☎
３３
・
８
８

５
５

　

通
行
止
め
へ
の
ご
理
解
と
ご
協

力
を
お
願
い
し
ま
す
。

▼
日
時
／
７
月
２３
日
㈫
・
１８
時
３０

分
〜
２１
時
▼
区
間
／
山
海
堂
〜
商

工
会
象
潟
支
所

祭
典
運
営
会
　

渡
辺
☎
４３
・
２

１
０
７

証
を
保
険
証
と
一
緒
に
送
付
し
ま

す
。
ま
た
、
新
規
に
対
象
と
な
る

方
に
は
７
月
上
旬
に
申
請
書
を
送

付
し
ま
し
た
の
で
提
出
を
お
願
い

し
ま
す
。

◆「
限
度
額
適
用
認
定
証
」
を
所
有

　

し
て
い
る
方
へ

　

現
在
、
認
定
証
の
交
付
を
受
け

て
い
る
方
で
、
今
年
度
も
住
民
税

の
課
税
所
得
が
１
４
５
万
円
以
上

の
被
保
険
者
と
、
そ
の
方
と
同
一

世
帯
に
い
る
被
保
険
者
の
方
に
つ

い
て
も
、
８
月
１
日
か
ら
の
認
定

証
を
保
険
証
と
一
緒
に
送
付
し
ま

す
。
ま
た
、
新
規
に
対
象
と
な
る

方
に
は
７
月
上
旬
に
申
請
書
を
送

付
し
ま
し
た
の
で
提
出
を
お
願
い

し
ま
す
。

※
保
険
証
の
受
け
取
り
に
は
注
意

　

く
だ
さ
い
。

※
保
険
証
・
認
定
証
は
特
定
記
録

　

郵
便
で
送
付
し
ま
す
。

▽
申
請
関
係
…
市
民
課
国
保
年

金
班
☎
３２
・
３
０
３
２
／
▽
保
険

料
関
係
…
税
務
課
市
民
国
保
税
班

☎
４３
・
７
５
０
５

　

令
和
６
年
度
国
民
健
康
保
険
税

の
納
税
通
知
書
を
７
月
１２
日
に
世

帯
主
宛
て
に
送
付
し
ま
し
た
。
国

保
税
は
医
療
費
等
の
貴
重
な
財
源

と
な
り
ま
す
の
で
、
各
期
限
内
納

６７ 市民と行政の架け橋　広報 にかほＣity Ｐublic Ｒelations Ｍagazine

ホ
決
済
(
Ｐ
ａ
ｙ
Ｐ
ａ
ｙ
・
Ｌ
Ｉ

Ｎ
Ｅ
Ｐ
ａ
ｙ
請
求
書
払
い
)
で
納

付
で
き
ま
す
。

※
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
で
納

　

付
す
る
場
合
は
、
ホ
チ
キ
ス
な

　

ど
で
留
め
な
い
で
く
だ
さ
い
。

◆
ｅ
Ｌ
ー
Ｑ
Ｒ
(
地
方
税
統
一
コ

　

ー
ド
)
を
利
用
し
た
納
税
が
で

　

き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た

　

ｅ
Ｌ
ーー
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
が
印
字
さ

れ
て
い
る
納
付
書
は
、
全
国
の
ｅ

Ｌ
ー
Ｑ
Ｒ
対
応
金
融
機
関
で
の
納

付
、
地
方
税
お
支
払
い
サ
イ
ト
で

の
納
付
に
対
応
し
て
い
ま
す
。
詳

し
く
は
同
封
の
案
内
チ
ラ
シ
で
確

認
く
だ
さ
い
。

◆
便
利
な
口
座
振
替
を
利
用
く
だ

　

さ
い

　

口
座
振
替
を
申
し
込
み
す
る
と
、

納
期
限
日
に
指
定
口
座
か
ら
自
動

的
に
納
税
で
き
ま
す
。
納
付
の
た

び
に
窓
口
に
出
か
け
る
必
要
が
な

く
な
り
、
納
め
忘
れ
の
心
配
も
あ

り
ま
せ
ん
。
納
付
書
払
い
の
方
は

ぜ
ひ
利
用
く
だ
さ
い
。

税
務
課
☎
４３
・
７
５
０
５

　

次
の
期
間
サ
ブ
ア
リ
ー
ナ
の
利

用
時
間
を
１９
時
ま
で
延
長
し
ま
す
。

▼
延
長
期
間
／
７
月
２０
日
㈯
〜
８

月
２５
日
㈰

付
に
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

※
国
保
税
の
納
税
義
務
者
は
世
帯

　

主
で
す
。(
世
帯
主
本
人
が
国
保

　

に
加
入
し
て
い
な
い
場
合
も
納

　

税
義
務
者
は
世
帯
主
と
な
り
ま

　

す
)

※
発
送
件
数
が
多
い
た
め
、
手
元

　

に
届
く
ま
で
時
間
が
か
か
る
こ

　

と
が
あ
り
ま
す
。
郵
便
事
情
に

　

つ
き
了
承
く
だ
さ
い
。

※
国
保
加
入
者
(
５
月
以
降
に
国

　

保
を
抜
け
た
方
も
含
み
ま
す
)

　

が
い
る
世
帯
で
、
納
税
通
知
書

　

が
届
か
な
い
場
合
は
税
務
課
ま

　

で
連
絡
く
だ
さ
い
。

◆
課
税
限
度
額
の
見
直
し

　

令
和
６
年
度
の
税
制
改
正
に
と

も
な
い
、
課
税
限
度
額
が
見
直
し

と
な
り
ま
し
た
。
詳
細
は
納
税
通

知
書
裏
面
ま
た
は
市
Ｈ
Ｐ
で
確
認

く
だ
さ
い
。

◆
必
ず
納
付
方
法
を
確
認
く
だ
さ

　

い

　

世
帯
の
状
況
等
に
よ
っ
て
、
今

ま
で
は
年
金
か
ら
引
き
落
と
し
さ

れ
て
い
て
も
納
付
書
払
い
に
切
り

替
わ
っ
た
り
、
１０
月
よ
り
年
金
か

ら
の
引
き
落
と
し
が
始
ま
る
場
合

が
あ
り
ま
す
。

◆
コ
ン
ビ
ニ
納
付
・
ス
マ
ホ
決
済

　

に
対
応
し
て
い
ま
す

　

令
和
６
年
度
国
民
健
康
保
険

税
・
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
が

コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
・
ス
マ

※
利
用
状
況
は
下
記

　

Ｑ
Ｒ
よ
り
確
認
く

　

だ
さ
い
。

　

ス
ポ
ー
ツ
振
興
課
☎
３３
・
８
８

５
５

　

無
人
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
に
よ
る
水

稲
病
害
虫
の
一
斉
防
除
(
薬
剤
散

布
)
を
行
い
ま
す
。
事
業
へ
の
ご

理
解
を
お
願
い
し
ま
す
。

▼
散
布
予
定
日
／
▽
前
期
…
８
月

５
日
㈪
〜
８
月
８
日
㈭
▽
後
期
…

８
月
１６
日
㈮

※
詳
細
チ
ラ
シ
を
広
報
８
月
１
日

　

号
と
同
時
配
布
し
ま
す
。

農
林
水
産
課
☎
３８
・
４
３
０
３

　

こ
れ
ま
で
多
く
の
市
民
の
皆
さ

ん
に
親
し
ま
れ
て
き
た
仁
賀
保

プ
ー
ル
で
す
が
、
利
用
者
の
減
少

や
老
朽
化
に
と
も
な
う
機
械
設
備

の
故
障
等
に
よ
り
閉
鎖
す
る
こ
と

と
な
り
ま
し
た
。
今
後
は
象
潟
Ｂ

＆
Ｇ
海
洋
セ
ン
タ
ー
等
を
利
用
く

だ
さ
い
。

　

ス
ポ
ー
ツ
振
興
課
☎
３３
・
８
８

５
５

◆
冷
房
の
無
い
施
設
を
利
用
す
る

◆
秋
田
県
飲
酒
運
転
追
放
県
民
運

　

動
強
調
期
間

▼
期
間
／
８
月
１
日
㈭
〜
３１
日
㈯

ま
で
の
１
カ
月
間

　

「
飲
酒
運
転
は
し
な
い
、
さ
せ

な
い
運
動
」
を
推
進
し
、
飲
酒
運

転
の
根
絶
を
図
り
ま
し
ょ
う
。

◆
漫
然
運
転
に
注
意
！

　

漫
然
運
転
と
は
「
集
中
力
・
注

意
力
が
低
下
し
た
状
態
で
の
運

転
」
の
こ
と
で
す
。
交
通
事
故
の

原
因
と
し
て
常
に
上
位
に
な
り
、

特
に
交
通
死
亡
事
故
の
最
も
大
き

な
原
因
に
も
な
っ
て
い
ま
す
。
集

中
力
・
注
意
力
が
低
下
し
て
き
た

と
感
じ
た
ら
、
無
理
せ
ず
気
分
転

換
や
休
憩
を
と
る
よ
う
心
が
け
ま

し
ょ
う
。

　

生
活
環
境
課
☎
３２
・
３
０
３
３

◆
警
察
官
Ａ
(
男
女
)(
第
２
回
)

▼
第
一
次
試
験
日
／
９
月
２２
日
㈰

▼
受
験
資
格
／
平
成
元
年
４
月
２

日
以
降
に
生
ま
れ
た
者
で
あ
っ
て

大
学
卒
業
ま
た
は
令
和
７
年
３
月

３１
日
ま
で
に
卒
業
見
込
み
の
者

◆
警
察
官
Ｂ
(
男
女
)

▼
第
一
次
試
験
日
／
９
月
２２
日
㈰

▼
受
験
資
格
／
平
成
元
年
４
月
２

日
か
ら
平
成
１９
年
４
月
１
日
ま
で

に
生
ま
れ
た
者
で
あ
っ
て
警
察
官

Ａ
区
分
以
外
の
者

◆
警
察
行
政
(
高
校
卒
業
程
度
)

▼
第
一
次
試
験
日
／
９
月
２９
日
㈰

▼
受
験
資
格
／
平
成
１１
年
４
月
２

日
か
ら
平
成
１９
年
４
月
１
日
ま
で

に
生
ま
れ
た
者
(
こ
の
う
ち
大
学
、

短
大
、
高
専
を
卒
業
、
ま
た
は
こ

れ
ら
を
令
和
７
年
３
月
３１
日
ま
で

に
卒
業
見
込
み
の
者
は
受
験
不

可
)

◇
　

◇
　

◇
　

◇
　

◇
　

◇
　

◇

▼
会
場
／
秋
田
県
内
(
受
付
開
始

日
に
公
表
)
▼
受
付
期
間
／
７
月

１９
日
㈮
〜
８
月
１４
日
㈬

由
利
本
荘
警
察
署
警
務
課
☎

２３
・
４
１
１
１

　

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
は
７５
歳

以
上
の
方
全
員
が
加
入
す
る
医
療

保
険
制
度
で
す
。

◆
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
決
定

　

通
知
書
の
送
付

　

令
和
６
年
度
の
後
期
高
齢
者
医

療
保
険
料
を
お
知
ら
せ
す
る
通
知

書
を
、
７
月
１２
日
に
加
入
者
の
皆

さ
ん
に
送
付
し
ま
し
た
。
保
険
料

は
、
特
別
徴
収
(
年
金
か
ら
の
徴

収
)
と
普
通
徴
収
(
口
座
振
替
ま

た
は
納
付
書
に
よ
る
徴
収
)
の
方

が
い
ま
す
の
で
、
送
付
さ
れ
た
通

知
書
を
確
認
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
併
用
徴
収
と
記
載
さ
れ

て
い
る
方
は
特
別
徴
収
と
普
通
徴

収
が
年
度
内
に
切
り
替
わ
り
ま
す

の
で
注
意
く
だ
さ
い
。
な
お
、
後

期
高
齢
者
医
療
制
度
加
入
者
で
通

知
書
が
届
か
な
い
場
合
は
、
税
務

課
市
民
国
保
税
班
に
連
絡
く
だ
さ

い
。

◆
保
険
料
の
納
付
方
法

　

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
保
険

料
は
、
原
則
と
し
て
年
金
か
ら
納

め
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、

市
役
所
の
窓
口
で
申
請
す
る
こ
と

で
年
金
か
ら
の
徴
収
を
口
座
振
替

に
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

１０
月
分
の
年
金
か
ら
変
更
で
き
ま

す
の
で
、
希
望
す
る
方
は
８
月
２

日
㈮
ま
で
に
税
務
課
市
民
国
保
税

班
ま
で
連
絡
く
だ
さ
い
。

※
こ
れ
ま
で
の
納
付
状
況
に
よ
り
、

　

変
更
で
き
な
い
場
合
が
あ
り
ま

　

す
。

◆
８
月
か
ら
保
険
証
が
新
し
く
な

　

り
ま
す

　

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
加
入

者
の
皆
さ
ん
に
は
、
７
月
下
旬
に

新
し
い
保
険
証
を
送
付
し
ま
す
。

８
月
１
日
以
降
は
新
し
い
保
険
証

を
使
用
く
だ
さ
い
。
な
お
、
医
療

機
関
で
の
自
己
負
担
割
合
は
、
所

得
に
応
じ
て
１
割
、
２
割
ま
た
は

３
割
と
な
り
ま
す
の
で
保
険
証
を

確
認
く
だ
さ
い
。
(
保
険
料
の
滞

納
が
あ
る
方
に
は
窓
口
で
保
険
証

を
交
付
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
)

　

今
回
お
送
り
す
る
保
険
証
は
令

和
７
年
７
月
３１
日
ま
で
使
用
で
き

ま
す
。
現
行
の
保
険
証
の
新
規
発

行
ま
た
は
再
発
行
は
１２
月
１
日
を

も
っ
て
終
了
し
ま
す
が
、
代
わ
り

に
「
資
格
確
認
書
」
が
交
付
さ
れ

ま
す
。

◆「
限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額

　

減
額
認
定
証
」
を
所
有
し
て
い

　

る
方
へ

　

現
在
、
認
定
証
の
交
付
を
受
け

て
い
る
方
で
、
今
年
度
も
引
き
続

き
住
民
税
非
課
税
世
帯
の
方
に
つ

い
て
は
、
８
月
１
日
か
ら
の
認
定

問エ
ス
パ
ー
ク
★
に
か
ほ

サ
ブ
ア
リ
ー
ナ
(キ
ッ
ズ
ル
ー
ム
)

　
　
　
　
　
　

利
用
時
間
延
長

Inform
ation

問

問

問

問問

問

問

市
ス
ポ
ー
ツ
施
設
で
の

  

熱
中
症
を
予
防
し
ま
し
ょ
う

Inform
ation

セ
ー
フ
テ
ィ
ロ
ー
ド
に
か
ほ

Inform
ation

生
活
・
環
境

ｉ
information

にかほ市内の

交通事故発生状況
にかほ市内の
交通事故発生状況

人身事故数

死 者 数

負傷者数

物損事故数

１件

　　０人

２人

３０件

６月中

４件

１人

７人

１６３件

累　計

令和６年

公
共
機
関
か
ら

ｉ
information

仁
賀
保
プ
ー
ル
閉
鎖

Inform
ation

問

雇
用
・
職
業

ｉ
information

令
和
６
年
度

　

秋
田
県
警
察
職
員
採
用
試
験

Inform
ation

後
期
高
齢
者
医
療
制
度

　
　
　
　

加
入
者
の
皆
さ
ん
へ

Inform
ation

国
民
健
康
保
険
税

　

納
税
通
知
書
を
送
付
し
ま
す

Inform
ation

水
稲
病
害
虫
一
斉
防
除

　
　
　
　
　
　
　
　

Inform
ation

そ
の
他

ｉ
information

光
岸
寺
延
命
地
蔵
祭
典

　
　
　

交
通
規
制
の
お
知
ら
せ

Inform
ation

に
か
ほ
市
の

暑
さ
指
数
は
こ
ち
ら

みんなの掲示板
Bulletin board for all

みんなの掲示板
Bulletin board for all

利
用
状
況
は

　
　
　

こ
ち
ら


